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介護保険料を年金から天引き
開始する時期が変わります
６５歳を迎えたかたや大館市に転入
されたかたの場合、介護保険料を年
金から天引きする「特別徴収」がすぐ
には開始されません。従来の開始時
期は１０月からでしたが、新年度から
は４月・６月・８月・１０月の各月か
ら開始できるようになりました。
これにより、年金を受け取りはじ

めてから、おおむね６カ月後には介
護保険料の天引きが開始されること
になります。
●事前に「特別徴収開始のお知らせ」
をお送りします
年金からの天引きを開始するとき
は、事前に市から「特別徴収開始の
お知らせ」をお送りまします。

※４月から「年金からの天引き」が始
まるかたには、３月１日にお知ら
せをお送りしています。このお知
らせは介護保険料額（年額）の決定
通知ではありません。

●介護保険料額決定通知書・納付通知書
介護保険料を年金から天引きする
かたへの「介護保険料額決定通知」
や、天引き以外のかたの「納付通知
書」は、７月中旬に送付します。

※これまで口座振替で介護保険料を
納めていたかたが、年金からの天
引きに切り替わった場合、口座振
替は自動的に停止します。手続き
は不要です。
問 長寿支援課（内線４０２）

春の火災予防運動が行われます
問 消防本部 �４３―４１５２

４月は、まだ気温が低く暖房器具を使用することが多いため、ちょっ
とした不注意から火災が発生しやすくなります。火を使うときは、完全
に消えるまで目を離さないよう十分注意するなど、一人ひとりが火災予
防を心掛け、実践しましょう。

県
か
ら
市
へ

権
限
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す

問

企
画
振
興
課（
内
線
２
６
８
）

県
か
ら
市
へ
の
「
権
限
移
譲
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
県
が
行
っ
て
き

た
仕
事
の
一
部
を
市
に
移
す
取
り
組
み
で
す
。
地
域
の
こ
と
や
普
段

の
生
活
に
密
着
し
た
こ
と
は
、
住
民
の
声
が
直
接
届
き
、
地
域
の
事

情
に
詳
し
い
市
が
事
務
を
担
う
こ
と
で
、
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
で
き
る
と
考
え
る
た
め
で
す
。

４
月
か
ら
、
新
た
に
２６
の
事
務
を
市
で
行
い
ま
す
。

事

務

の

内

容

担
当
課

砂
利
採
取
法
に
か
か
る
砂
利
の
採
取
計
画
の
認
可

生
活
環
境
課

母
子
保
健
法
に
か
か
る
低
体
重
児
の
届
け
出
受
理
、

未
熟
児
の
保
護
者
に
対
す
る
訪
問
指
導

保

健

セ
ン
タ
ー

映
画
館
等
の
興
行
場
、
旅
館
業
、
公
衆
浴
場
、
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
業
、
理
容
業
、
美
容
業
の
経
営
や
開

設
の
許
可
、
立
ち
入
り
検
査

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
か
か
る
店
舗
面
積

１
０
０
０
２ｍ
以
上
の
小
売
店
舗
の
新
設
や
変
更

の
届
出
受
理
等

商

工

課

工
場
立
地
法
に
か
か
る
敷
地
面
積
９
０
０
０
２ｍ

以
上
ま
た
は
延
床
面
積
３
０
０
０
２ｍ
以
上
の
工

場
・
事
業
所（
製
造
業
、
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給

業
）の
新
設
や
変
更
の
届
出
受
理
等

農
協
等
が
行
う
土
地
改
良
事
業
の
許
可

農

林

課

地
滑
り
防
止
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可

土

木

課

都
市
計
画
区
域
内
に
お
け
る
、
開
発
行
為
の
許
可
、

土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
届
出
受
理
等

都
市
計
画
課

�広報大館２００７．３．１６

寝具や衣類など
は防炎製品を使
用する

お年寄りなどを守
るため、隣近所の
協力体制を作る

対策�３

対策�４

命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命命をををををををををををををををををををををををををを守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
７つのポイント

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災

住宅用消火器を設
置する

住宅用火災警報器
を設置する

４月１日（日）～７日（土）

対策�１

対策�２

【
４
月
か
ら
市
の
各
担
当
窓
口
で
手
続
き
で
き
る
主
な
事
務
】

ガスコンロから離
れるときは必ず火
を消す

ストーブは燃えや
すいものから離れ
た場所で使う

寝たばこは絶対に
しない

習慣�３

習慣�２

習慣�１


